
　　　　　　　主　　　文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
　　　　　　　理　　　由
　上告代理人江本秀春，同横路民雄の上告理由第１及び第２について
　国家公務員法（以下「国公法」という。）９８条２項の規定が憲法２８条に違反
するものではないことは，当裁判所の判例（最高裁昭和４３年（あ）第２７８０号
同４８年４月２５日大法廷判決・刑集２７巻４号５４７頁）とするところであり，
これと同旨の原審の判断は，正当として是認することができる。論旨は採用するこ
とができない。
　同第３について
　所論引用の結社の自由及び団結権の保護に関する条約（昭和４０年条約第７号。
いわゆるＩＬＯ８７号条約）３条，８条，１０条は，公務員の争議権を保障したも
のとは解されないから，国公法９８条２項の規定が上記条約に違反するものとはい
えないとした原審の判断は，正当として是認することができる。所論違憲の主張
は，その前提を欠き，論旨は採用することができない。
　同第４のうち適用違憲をいう部分について
　原審の適法に確定した事実関係の下においては，本件ストライキの当時，国家公
務員の労働基本権の制約に対する代償措置がその本来の機能を果たしていなかった
ということはできないとした原審の判断は，是認することができる。所論違憲の主
張はその前提を欠き，論旨は採用することができない。
　その余の上告理由について
　民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは，民訴法３１２条
１項又は２項所定の場合に限られるところ，上記上告理由は，理由の不備・食違い
をいうが，その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって，上記
各項に規定する事由に該当しない。
　よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。
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